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お
知
ら
せ

転
居
し
た
と
き
の

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1
日（
賦
課

期
日
）現
在
に
、
固
定
資
産（
土
地・家
屋・償

却
資
産
）の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
市

外
に
転
出
し
て
も
、
市
内
に
固
定
資
産
を
所

有
し
て
い
る
場
合
は
引
き
続
き
課
税
対
象
と

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
海
外
へ
の
転
勤
な
ど
で
家
族
全
員

が
国
外
に
転
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
納
税
管
理
人
を
選
定
し
、
課
税
課
資

産
税
担
当
ま
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
帰
国

に
よ
り
納
税
義
務
者
本
人
が
納
税
可
能
に

な
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
納
税
管
理
人
の

取
り
消
し
を
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
納
税
管
理
人
の
選
定
が
な
い
と
、
や
む
を

え
ず
公
示
送
達（
市
役
所
の
掲
示
場
に
一
定

期
間
公
示
す
る
こ
と
で
、
書
類
が
送
達
さ
れ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
制
度
）を
行
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
納
税
管
理
人
は
必
ず
選
定
す

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
･
１
４
７
４

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

　
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
１０
年
以
上
を
経
過
し

た
住
宅
で
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合（
貸
家
住
宅
を
除
く
）、改

修
工
事
が
完
了
し
た
翌
年
度（
１
年
間
）に
つ

い
て
、
固
定
資
産
税
を
３
分
の
１
減
額
し
ま

す
。

注�

減
額
対
象
の
床
面
積
は
１００
㎡
ま
で
。
税
制

改
正
に
よ
り
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

対
象
要
件

▽
こ
れ
ま
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
お
け
る

固
定
資
産
税
減
額
措
置
を
受
け
て
い
な
い
こ

と
▽
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
費
用
の
自
己
負
担

額
が
５０
万
円
以
上
▽
次
の
い
ず
れ
か
の
改
修

工
事
を
行
っ
て
い
る
こ
と
①
廊
下
の
拡
幅
②

階
段
の
勾
配
を
緩
和
③
浴
室
改
良
④
便
所
改

良
⑤
手
す
り
の
取
り
付
け
⑥
屋
内
の
段
差
解

消
⑦
出
入
口
の
戸
の
改
良（
引
き
戸
へ
の
取

り
替
え
な
ど
）⑧
床
の
材
質
の
改
良

▽
次
の
い
ず
れ
か
の
人
が
居
住
し
て
い
る
こ

と
①
６５
歳
以
上
の
人
②
要
介
護
認
定
ま
た
は

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人
③
障
が
い
者

手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

手
続
き

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
完
了
日
か
ら
お

お
む
ね
３
カ
月
以
内
に
、
住
宅
所
有
者
が
固

定
資
産
税
減
額
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付

し
、
課
税
課
資
産
税
担
当
へ
提
出

持�

▽
納
税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し（
市
内

在
住
者
は
不
要
）▽
領
収
書
の
写
し
な
ど

▽
工
事
明
細
書
、
設
計
書
の
写
し
な
ど
▽

次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当
す
る
も
の

①
６５
歳
以
上
の
人
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
も
の（
住
民
票
な
ど
の
写
し
）

②
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
証

す
る
書
類（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
な

ど
の
写
し
）③
障
が
い
者
手
帳
な
ど
の
写

し
問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
納
税
義
務
者
は
４
月
２
日（
月
）か
ら
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
う
ち
自
己
の
資
産
が
記
載

さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
借
地
人・
借
家
人
な
ど
も

自
己
の
使
用
ま
た
は
収
益
の
対
象
と
な
る
部

分
に
つ
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

注�

手
数
料
は
５
月
３１
日（
木
）ま
で
無
料

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
納
税
義
務
者
は
４
月
２
日（
月
）〜
５
月
３１

日（
木
）（
土・日
、祝
日
を
除
く
）の
期
間
中
、

市
内
に
所
有
す
る
自
己
の
土
地
や
家
屋
の
価

格
と
他
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
を
比
較
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
縦
覧
帳
簿
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

注�

借
地
人・借
家
人
は
縦
覧
不
可

期
間（
閲
覧
お
よ
び
縦
覧
）

時
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
３０
分

持�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

備�

同
居
の
親
族
が
申
請
す
る
場
合
、
納
税
者

と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
。

　

�

納
税
者
が
法
人
の
場
合
、
法
人
の
代
表
者

ま
た
は
受
任
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も

の（
委
任
状
な
ど
）が
必
要
。

　

�

借
地
人・
借
家
人
は
、
賃
貸
借
契
約
書
な

ど
地
上
権
そ
の
他
の
権
利
の
成
立
お
よ
び

有
効
性
を
証
す
る
書
類
が
必
要
。

場
・
問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

軽
自
動
車
税

　
４
月
１
日
現
在
で
原
動
機
付
自
転
車
、
軽

二
輪
、
小
型
二
輪
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
所
有
ま
た
は
使
用
し

て
い
る
人
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
詳
し

く
は
、
広
報
も
り
ぐ
ち
５
月
号
お
よ
び
５
月

初
旬
に
発
送
す
る
納
税
通
知
書
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
税
政
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

家
庭
ご
み
の
収
集
は
２
袋
ま
で

　
市
で
は
、
家
庭
ご
み
の
収
集
袋
数
は
、
４５

リ
ッ
ト
ル
以
下
の
ご
み
袋
で
、
区
分
ご
と
に

１
回
２
袋
を
上
限
と
し
て
収
集
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
な
る
、
ご
み
の
減
量
化・
資
源
化
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

℡�

０
６
・
６
９
９
１
・
３
８
４
０

変
更　
事
業
系
ご
み
の
取
り
扱
い

　
市
で
は
、
事
業
活
動
に
伴
い
排
出
さ
れ
る

全
て
の
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
行
政
に
よ

る
定
期
収
集
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
市
が
許

可
し
て
い
る
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許
可
業

者
に
収
集
運
搬
を
依
頼
す
る
な
ど
適
正
処
理

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

℡�

０
６
・
６
９
９
１
・
６
３
１
３

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が人
間ドックを受診した場合、年度内1回に限り、受診費
用を助成します。
対�平成３０年４月1日～平成３１年３月３１日に人間ドッ
クを受診し、申請を行った被保険者（国民健康保険
は４０歳以上）
助成上限額
国民健康保険１３，０００円
後期高齢者医療制度２６，０００円
持�被保険者証、印鑑、振込先の口座情報がわかるもの、
領収書のコピー、検査結果通知書のコピー、その他
資料（国民健康保険のみ）

注�国民健康保険は申請時点で市民総合（特定）健康診査
を受診していない人が対象です。また、事前申請が
必要ですので、人間ドックを受診される前に必ず保
険課の窓口で手続きを行ってください。

申保険課
▽国民健康保険
問�保険課���℡０６－６９９２－１５４５
▽後期高齢者医療制度
問�大阪府後期高齢者医療広域連合・給付課
℡０６－４７９０－２０３１

　よりよい市民サービスの提供と窓口業務の効率化を
目指し、４月より保険課の窓口業務をパーソルテンプ
スタッフ株式会社に委託します。

　４月1日から市民税課税世帯の入院時の食事代が、
1食あたり３６０円から４６０円に変更されます。ただし、
市民税非課税世帯の人や、課税世帯であっても、国が
指定する難病や小児慢性特定疾病の患者などについて
は、変更はありません。

変更点
▽�大阪府が市町村とともに保険者となり、国民健康保険の
財政運営の責任主体を担います。

▽�大阪府内で同じ世帯構成・所得水準であれば同じ保険料
となるよう、大阪府が統一した市町村標準保険料率を示
します。

▽�保険料減免や給付の基準も、大阪府が統一した共通基準を定めます。
　制度改正により、守口市国民健康保険も下表のとおり変更となります。ただし、加入や脱退の届出、給付申請、
保険料の分割納付の相談などは、これまでどおり守口市役所が窓口となります。
　制度改正の詳しい内容については問い合わせください。

項目 変更後の内容
保険料率 府が示す市町村標準保険料率をもとに決定する
保険料減免基準 府が定める共通基準に合わせる
葬祭費 現行の３０,０００円から５０,０００円に変更
人間ドック費用の助成 人間ドックを受診した被保険者に対し、１３,０００円を上限に受診費用を助成

高額療養費の
多数回該当

府内市町村への転出の場合、高額療養費における多数回該当の対象となるた
めの支給月数を引き継いで通算可能
注世帯の継続性が保たれている場合のみ

被保険者証 府が定める「共通様式（府内統一）」に変更　備平成３０年度一括更新より

窓口業務を民間委託

人間ドック受診費用の助成

国民健康保険の制度が変更（4月から）

入院時の食事代が変更

国民健康保険法の改正

�℡０６－６９９２－１５３２

保険課からの
お知らせ


